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(57)【要約】
　【課題】　支持基枠に対して支持受を安定的に組付けられ、しかも、その組付け操作を
円滑に行えるケーブル受金具を提供する。
　【解決手段】　隧道などの壁面に止着する支持基枠１の前面板３にケーブルｃを受支す
る支持受２を突設して構成する。そして、前記前面板３の一部を背面方向に切り起こして
設けた組付孔５に、先端側の幅広い係止部１２ａと基端側の頸部１２ｂとで成り、しかも
、前記支持受の基端に突設した係止部片１２を挿通させて、該組付孔５の縁部に前記係止
部１２ａを係止させ、前面板３の前記一部で構成する切り起こし片８を倒伏させてその先
端を前記係止部片１２との接触位置に配する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隧道などの壁面に止着する支持基枠の前面板にケーブルを受支する支持受を突設したケ
ーブル受支金具において、前記前面板の一部を背面方向又は前面方向に切り起こして設け
た組付孔に、先端側の幅広い係止部と基端側の頸部とで成り、しかも、前記支持受の基端
に突設した係止部片を挿通させて、該組付孔の縁部に前記係止部を係止させると共に、前
面板の前記一部で構成する切り起こし片を倒伏させてその先端を前記係止部片との接触位
置に配した、ケーブル受金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、隧道などの構築物の側壁（面）に、電力や通信用のケーブルを懸架受支させ
るために用いるケーブル受金具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　支持基板の上下両端にＬ字屈曲状にして隧道などの側壁に固着する止着部片を設けて支
持基枠を構成し、該支持基枠の前記支持基板にスリットを設け、このスリットに挿入して
９０°回転させて、その縁部に係止するようにして前記支持基板に組付ける支持受にケー
ブルを懸架するようにした構造のものがある（例えば、特許文献１）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１４０９８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記従来例は、支持基枠（支持基板）に対し支持受を回転させて組付ける構成を採るの
で、該支持受にケーブルなどの荷重が不均衡に負荷されると容易に回転してケーブル受支
状態が不安定になる虞があり、このため、前記の回転を防ぐために該支持受を近接して配
するなどの特別な工夫を必要とし、結局の処、必要に応じた、支持基枠に対する支持受の
組付けに煩雑な操作を必要とする。
【０００５】
　本発明は、斯様な従来例の欠点に着目し、支持基枠に対して支持受を安定的に組付けら
れ、しかも、組付けに際してもその操作を円滑に行うことのできるケーブル受金具を提供
することを目的として創案したものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　隧道などの壁面に止着する支持基枠の前面板にケーブルを受支する支持受を突設したケ
ーブル受支金具において、前記前面板の一部を背面方向又は前面方向に切り起こして設け
た組付孔に、先端側の幅広い係止部と基端側の頸部とで成り、しかも、前記支持受の基端
に突設した係止部片を挿通させて、該組付孔の縁部に前記係止部を係止させると共に、前
面板の前記一部で構成する切り起こし片を倒伏させてその先端を前記係止部片との接触位
置に配した構成とするのである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、支持基枠側に設けた組付孔に支持受側の係止部片を挿通させて切り起
こし片を倒伏させるだけで支持基枠に対する支持受の組付けを簡単に行うことのできるケ
ーブル受金具を提供することができる。
【実施例】
【０００８】
　図面は本発明に係るケーブル受金具の一実施例を示し、図１は使用時の状態を示す側面
図、図２は図１の一部拡大背面図、図３は図２ａ－ａ線断面図、図４は支持基枠の一部拡
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大正面図、図５は支持受の平面図である。
【０００９】
　実施例のケーブル受金具は、支持基枠１と該支持基枠１に適宜組付けて用いる支持受２
とで構成する。
【００１０】
　支持基枠１は、縦方向に沿う両端を背面側方向に折り曲げて補強部片３ａを設けた前面
板３の上下方向に相対する両端に、前記背面側方向にＬ字屈曲状にした止着部片４，４を
設けて構成したもので、前記前面板３には前記支持受２の組付け部５を縦方向に並設し、
該組付け部５を利用して支持受２を前記支持基枠１に組付けてケーブルｃをこれに懸架、
受支させるようにしてある。
【００１１】
　組付け部５は、前面板３の縦方向に沿う中央に設けた、第一組付孔６と、該第一組付孔
６より下方の左右両面側に設けた一対の第二組付孔７，７を備えて構成するもので、この
組付け部５を構成する前記第一組付孔６は、前記前面板３の一部を背面方向に切り起こし
て設けたもので、下方側の両側を切欠状にして部分的な幅広部６ａを備えた縦長方形状を
成し、前面板３の前記一部で構成する切り起こし片８は、この組付孔６の長さより後記す
る係止部片１２のほぼ板厚分短くした、前記一部を二次加工した長方形状で成り、前記第
二組付孔７は第一組付孔６より小さい、縦長のやや撥状を成すものである。
【００１２】
　支持受２は、前記支持基枠１と同様に金属板を屈曲して形成したもので、前後方向に長
い長方形状の受部片１０ａの両側に側部片１０ｂ，１０ｂを相対設して構成した主体枠１
０の前記受部片１０ａの先端にケーブルｃの落下防止片１１を起立状にして設ける一方、
該受部片１０ａの後端すなわち基端には、先端側の幅広い係止部１２ａと基端側の頸部１
２ｂで成る、ほぼＴ字状の係止部片１２を突設し、この係止部片１２の基端縁（前記頸部
１２ｂ側の）と基端縁を同面上に位置させた掛止部片１３を前記側部片１０ｂの後端すな
わち基端に突設して構成したもので、掛止部片１３は先部１３ａと掛止部１３ｂとで成る
鉤状体で成るものである。
【００１３】
　前記係止部片１２は、前記の通り、先部１２ａと頸部１２ｂとで成るＴ字状を成すのも
であるが、その先部１２ａは、支持基枠１の前面板３側に設けた第一組付孔６の、下方側
の幅広部６ａより小径で、幅広部６ａ以外の部分より大径と成し、頸部１２ｂを前記第一
組付孔６の幅広部６ａ以外の前記部分より小径と成し、従って、係止部片１２は、第一組
付孔６に幅広部６ａにおいて挿通させ、第一組付孔６に沿って降下させて頸部１２ｂを幅
広部６ａ以外の部分に係合させることにより、先部１２ａの両端が第一組付孔６の両縁に
係止して支持受２の支持基枠１との組付け状態を保持し、また、この係止部片１２より下
方にして支持受２の基端に設けた前記掛止部片１３は、縦長の前記先部１３ａを、縦長の
前記第二組付孔７の縦径より縦幅を小さく（短く）し、従って、前記第二組付孔７に挿通
させて降下させると、前記掛止部１３ｂが第二組付孔７の下縁に掛止し、この状態にして
切り起こし片８を、叩打又は押圧させると、該切り起こし片８は前面板３方向に倒伏して
第一組付孔６内に係合して、その先端は第一組付孔６に挿通（係合）させた係止部片１２
（頸部１２ｂ）の隣接位置に配されて、これに接触して係止部片１２の幅広部６ａを通じ
ての第一組付孔６からの離脱を防止する（従って、支持基枠１と支持受２との組付け状態
が維持される）。
【００１４】
　なお、第二組付孔７も第一組付孔６と同様に前面板３の一部を背面方向に切り起こすよ
うにして切り起こし片を設けて構成し、該切り起こし片を背面板３方向に倒伏させたとき
、掛止部片１３に隣接位置に配して掛止部片１３の動きを規制するようにしても良い。請
求項でいう係止部片と切り起こし片の関係は、この第二組付孔７に設けたときの切り起こ
し片と掛止部片１３との関係も含み、実施例のように一方だけでも良いし、両者を併用し
ても不都合はないし、もとより、切り起こし片は前面方向に前面板の一部を切り起こして
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【００１５】
　そして、例えば、隧道などの壁面ｗに突設した、上下一対のアンカーボルトｂに、該ア
ンカーボルトｂを前記止着部片４に設けた透孔１４において貫通させて組合わせ、透孔１
４より突出する該アンカーボルトｂの先端に固定ナットｎを螺合、締付けることにより支
持基枠１は、前記アンカーボルトｂを突設した、隧道壁面ｗの適所に固定され、支持受２
によりケーブルｃを受支する実施例支持金具の使用状態を得ることができるのである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】使用時の状態を示す側面図。
【図２】図１の一部拡大背面図。
【図３】図２ａ－ａ線断面図。
【図４】支持基枠の一部拡大正面図。
【図５】支持受の平面図。
【符号の説明】
【００１７】
１　　　支持基枠
２　　　支持受
３　　　前面板
５　　　組付孔
８　　　切り起こし片
１２ａ　係止部
１２ｂ　頸部

【図１】 【図２】

【図３】
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